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（別紙）

１ データ、資料等

目標① 望ましい林業構造の確立

＜目標設定の考え方＞

林業の持続的かつ健全な発展を図るため、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、

効率的かつ安定的な林業経営が林業生産の相当部分を担う望ましい林業構造の確立が必要であることから目標と

する。

（目標値について）

森林・林業基本計画を踏まえ、

(ｱ) 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体による事業量のシェアについて、素材生産

量で平成17年度48％から平成27年度60％、造林・保育面積で平成17年度58％から平成27年度70％に増加さ

せること

(ｲ) 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体数を平成17年度2,200から平成27年度2,600

に増加させること

を目標値とする。

なお、この数値は農林業センサスにより把握可能であるが、平成20年度は農林業センサスの実施されない年で

あり、実績値を把握することが困難であることから、参考指標を用いて総合的な判定を行うこととする。

○ 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体による事業量のシェア

① 素材生産量のシェア ② 造林・保育面積のシェア

○ 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体数
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＜参考指標と実績値の推移＞

(1) 素材生産の労働生産性と国産材の (2) 高性能林業機械の普及状況

供給量（用材）の推移

※H20については見込値。

(3)森林組合に占める中核組合の割合 (4) 森林組合による経営・施業の受託状況

（森林組合による長期経営・施業受託面積（私有林））

※H20については見込値。

（把握の方法）

(1)「素材生産費等調査」、「木材需給表（林野庁）」により実績値を把握、H20の国産材の供給量（用材）につ

いては、「平成21年木材(用材）需給見通しの見直し（試算）」により見込値を把握。

(2)「林野庁業務資料」により実績値を把握。

(3)､(4)「森林組合統計（林野庁）」により実績値を把握、H20については、見込値であり、「林野庁業務資料」

により把握。

＜目標達成状況の判定方法＞

目標(ｱ)効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体による事業量のシェアである素材生産量、

同じく造林・保育面積、目標(ｲ)効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体数の各目標の達成

率の平均値が、90％以上の場合はＡ、50％未満の場合はＣ、それ以外をＢとする。

（達成率の計算方法）

達成率（％）＝（当該年度実績値－基準値）÷（当該年度目標値－基準値）×100

（達成度合いの計算方法）

達成率（％）＝ (目標(ｱ)(素材生産量)の達成率＋目標(ｱ)(造林・保育面積)の達成率＋目標(ｲ)の達成率)÷３

（農林業センサスが実施されない年度における判定方法）

平成27年の望ましい林業構造においては、今後、森林施業等の集約化をはじめとする各種施策により生産性の

向上や経営規模の拡大を図り、目標値を達成することを目指していることから、生産性、経営規模、集約化に関

連する指標(1)～(4)を用いて、総合的に有効性を判定する。
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(1) 素材生産の労働生産性と国産材の供給量（用材）の推移：労働生産性が向上すること。

(2) 高性能林業機械の普及状況：高性能林業機械の普及台数が増加すること。

(3) 森林組合に占める中核組合の割合：森林組合に占める中核組合の割合が増加すること。

(4) 森林組合による経営・施業の受託状況：森林組合による長期経営・施業受託面積（私有林）が増加する

こと。

【参考データ】 ○ 主な高性能林業機械の普及台数（機種別）

注７～11
資料：林野庁業務資料

○ 森林組合が実行した事業量のうち中核組合の実施した事業量の割合

注７～11
資料：林野庁業務資料

目標② 木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進

＜目標設定の考え方＞

森林の有する多面的機能の発揮のため、森林の適正な整備が行われることを通じて木材が生産される中で、こ

の木材の適切な供給・利用により、伐採、植栽、保育等のサイクルが円滑に循環し、林業の持続的かつ健全な発

展が図られる。

このため、木材の供給については、製材工場等の事業基盤の強化、木材の流通及び加工の合理化等により、木

材産業等の健全な発展を図り、消費者ニーズに即した製品を供給していくことが重要である。

また、木材の利用については、国産材利用の意義について国民の理解を深めることや木材の新規需要の開拓な

どにより、木材需要が増進されることが重要である。
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これらのことから、「木材産業等の健全な発展及び林産物の利用の促進」を目標とし、この成果を把握するた

め、森林・林業基本計画における平成27年の木材供給・利用量の目標を数値目標として設定する。

なお、この木材供給・利用量は、

○ 森林の有する多面的機能の発揮や木材の供給の確保のため重点的に取り組むべき事項が適切に実施さ

れることにより各般の課題が解決され、かつ、「水土保全林注12」、「森林と人との共生林注13」及び「資源

の循環利用林注14」の区分にふさわしい森林の施業が実施された場合

○ 今後の需要動向を見通しつつ森林の整備を進める中で供給される木材の適切な利用を図るため重点的

に取り組むべき事項が適切に実施されることにより各般の課題が解決された場合

において実現可能なものと位置づけている。

（目標値について）

「森林・林業基本計画」においては、平成27年の木材の供給・利用量(目標)は23,000千㎥となってい

ることから、過去10カ年間のトレンドが平成27年に23,000千㎥に到達するよう、年を変数とする二次曲

線を作成し、各年の目標値を設定する。

＜目標値と実績値の推移＞

国産材の供給・利用量

※すう勢値は、従前のとおりの

政策を進めていった場合の木

材の供給・利用量を示してい

る。

（把握の方法）

木材統計調査等を基に林野庁が集計公表している木材需給表より国産材需給量を集計し、達成状況を

把握。

＜目標達成状況の判定方法＞

毎年の目標値を上回った場合をＡ、すう勢値を下回った場合又は前年の実績の90％未満の場合をＣ、

それ以外をＢとする。

【参考データ】 ○国産材の供給・利用量 (単位：千㎥）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

用 材 16,555 17,176 17,617 18,635 (17,971)

製材用材 11,469 11,571 11,645 11,981 9月下旬

パルプ・チップ用材 4,249 4,426 4,496 4,673 〃

合板用材 546 863 1,144 1,632 〃

その他 291 316 332 340 〃

薪 炭 材 169 159 148 145 (145)

しいたけ原木 610 565 535 542 (542)

合 計 17,333 17,899 18,300 19,313 (18,658)

注：1)H20は見込値であり、用材については、「平成21年木材(用材）需給見通しの見直し（試算）」(平成21

年4月17日公表)の値。薪炭材
注15

及びしいたけ原木
注16

については、H19の実績と同様に推移するものと

仮定。

2)数値の合計値は、四捨五入のため一致しない場合がある。
3)用材の「その他」は、構造用集成材

注17
、再生木材

注18
等である。
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○製材工場規模別素材入荷量推移 (単位：千㎥、％）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

7.5～150kw 7,267 6,677 6,016 (5,207) 6月中旬

150～300kw 3,859 3,629 3,519 (3,278) 〃

300kw以上 10,579 10,234 10,807 (10,963) 〃

合 計 21,705 20,540 20,342 19,448 〃

300kw以上の割合 48.7 49.8 53.1 (56.4) 〃

注：平成16年～平成19年については木材需給報告書、平成20年については木材統計及び平成18年から平成
19年のトレンドによる。

○製材工場規模別従業員数 (単位：人）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

7.5～150kw 34,709 30,878 27,593 (24,748) 6月中旬

150～300kw 8,768 7,670 7,171 (6,718) 〃

300kw以上 11,641 10,611 10,625（10,661) 〃

合 計 55,118 49,159 45,389 42,127 〃

注：平成16年～平成19年については木材需給報告書、平成20年については木材統計及び平成18年から平成
19年のトレンドによる。

○製材工場規模別生産性推移（素材入荷量÷従業員数） (単位：㎥/人年）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

7.5～150kw 209 216 218 (210) 6月中旬

150～300kw 440 473 491 (488) 〃

300kw以上 909 964 1,017 (1,028) 〃

合 計 394 418 448 462 〃

○建築用製材品の人工乾燥材
注19

生産の割合 (単位：％）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

乾燥材割合 21.5 22.6 25.4 (26.9) 6月下旬

出典：林野庁業務資料

○集成材
注20

・合板用素材の国産材利用量 (単位：千㎥）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

国産材利用量 1,029 1,341 1,884 2,252 9月下旬

出典：林野庁業務資料

○サンキューグリーンスタイルマーク
注21

使用登録企業・団体数

H18 H19 H20 H21 H22 H23

登録企業・団体数 72 130 199

出典：林野庁業務資料

○国有林の収穫量 (単位：万㎥）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

収 穫 量 486 574 599 720 7月下旬

出典：林野庁業務資料

○技術開発成果の活用状況 （単位：課題数）

H16年度 H17年度
終了課題 終了課題

H17 H18 H19 H20 H18 H19 H20

実用化されているもの 4 4 5 3 3

実用化するための実証展示の段階 6 6 6 ６ 3 3 ６
のもの 月 月

実用化するための予備試験を実施 3 3 2 下 7 7 下
中のもの 旬 旬

実質的な活用なし 2 2

合 計 13 13 13 15 15

注：H18､19年度終了課題無し。 出典：林野庁業務資料

※（ ）の数字は見込値。



⑫－10

【その他参考 ○主要学会誌等掲載論文数（林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進関連部門）

データ】 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

掲載論文数 247 205 221 214 集計中

※「掲載論文数」は、（独）森林総合研究所における掲載数を計上。 出典：林野庁業務資料

２．用語解説

注１ 効率的かつ安定的な林業経 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体・事業体

営を担い得る林業経営体・ ○平成27年度における効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業経営体（林地の

事業体 所有、借入などにより森林施業を行う権限を有する世帯、会社等）

・林家：所有森林規模100～500haの自営林家（自家労働主体型・施業受託補完型）

及び所有森林規模500ha以上の林家（請負労働主体型）→1,300戸

・林業会社：所有森林規模500ha以上の会社→200社

（注）林業経営体：林地の所有、借入などにより森林施業を行う権限を有する

世帯、会社等

○平成27年度における効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業事業体（他者か

らの委託または立木の購入により造林、伐採などの林内作業を行う森林組合、素

材生産業者等）

・造林・素材生産総合型：年間素材生産量5,000㎥以上かつ造林・保育300ha以上

・素 材 生 産 主 体 型：年間素材生産量9,000㎥以上

・造 林 事 業 主 体 型：年間造林・保育面積400ha以上

合計 1,100事業体

（注）林業事業体：他者からの委託または立木の購入により造林、伐採などの

林内作業を行う森林組合、素材生産業者等

注２ 高 性 能 林 業 機 械 ２つ以上の仕事を一つの工程の中でできる機械。

注３ 中 核 組 合 健全な財務基盤と的確な経営判断のできる体制が整備され、森林所有者の負託に

応えうる自立的経営を実現できる森林組合として都道府県知事から認定を受けた

組合。

注４ 長期経営・施業受託面積 森林所有者等が所有する森林の経営及び施業を５年以上一括して受託している森

林の面積。

注５ 森 林 施 業 目的とする森林を育成するために行う造林、保育、伐採等の一連の森林に対する人

為的行為を実施すること。

注６ 森 林 組 合 の 合 併 構想 森林組合系統が自主的組織改革運動「環境と暮らしを支える森林・林業・山村再生

運動（森林組合活動２１世紀ビジョン２ｎｄステージ）」において取り組んでいる森

林組合の合併計画。

注７ ハーベスタ 伐採、枝払い、玉切り（材を一定の長さに切りそろえること）の各作業と玉切り

した材の集積作業を一貫して行う自走式機械。

注８ プロセッサ 林道や土場などで集材されてきた材の枝払い、測尺玉切りを連続して行い、玉切

りした材の集積作業を一貫して行う自走式機械。

注９ フォワーダ グラップルクレーンで玉切りした短幹材を荷台に積んで運ぶ集材専用の自走式機

械。

注10 タワーヤーダ 架線集材に必要な元柱の代わりとなる人工支柱を装備した移動可能な集材車。
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注11 ス ウ ィ ン グ ヤ ー ダ 主索を用いない簡易索張方式に対応し、かつ作業中に旋回可能なブームを装備す

る集材機。

注12 水土保全林 樹木間の空間が確保され適度な光が射し込むことにより下層植生が生育し、落葉

等の有機物が土壌に豊富に供給されており、また、下層植生とともに樹木の根が

深く広く発達することにより土壌を保持する能力に優れ、さらに、水を浸透させ

る土壌中のすき間が十分に形成されることにより保水する能力に優れた森林であ

り、必要に応じて土砂の流出及び崩壊を防止する施設等の治山施設が整備されて

いる森林。

注13 森 林 と 人 と の 共 生林 原生的な自然環境を構成し、貴重な動植物の生息・生育に適している森林、街並

み、史跡、名勝等と一体になって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成してい

る森林、騒音や風等を防ぎ生活に潤いと安心を与える森林、身近な自然とのふれ

あいの場として適切に管理され、住民等に憩いと学びの場を提供している森林で

あり、必要に応じて保健・文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林。

注14 資 源 の 循 環 利 用 林 樹木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成

され、成長量が高く二酸化炭素の固定能力が高い森林であって、一定のまとまり

があり、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林。

注15 薪 炭 材 薪及び木炭に利用する主にクヌギ、コナラ等の広葉樹。

注16 しいたけ原木 しいたけ栽培に利用する主にクヌギ、コナラ等の広葉樹。

注17 構造用集成材 ひき板又は小角材等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして、長さ、幅及び厚さ

の方向に集成接着したものが集成材であり、この集成材のうち、主として構造物

の耐力部材として用いられるものを構造用集成材という。

注18 再 生 木 材 丸太又は木くずを機械的に細片化してつくられるパーティクルボードや薄い木片

を何層にも交互に重ね熱圧形成したウェファーボード等をいう。

注19 人工乾燥材 乾燥室で人工的に温度・湿度を調節して乾燥させた木材。

注20 集 成 材 板材（ラミナ）を繊維（木目）の方向が平行になるように、長さ、幅、厚さの各

方向に接着した製品。柱材等の構造用集成材と階段材、床材等の造作用集成材に

大別。

注21 サンキューグリーンスタイ 京都議定書の目標達成に向けた地域材利用の意義を広め、実需の拡大につなげて

ルマーク いくための国民運動「木づかい運動」のロゴマーク。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




